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 提案理由 

 国民健康保険法施行令の一部改正に伴い、所要の措置を講ずるため提案する。 



寒川町条例第 号 

 

寒川町国民健康保険条例の一部を改正する条例 

 

 寒川町国民健康保険条例(昭和34年寒川町条例第8号)の一部を次のように改正する。 

第16条の6中「630,000円」を「650,000円」に改める。 

第16条の6の12中「190,000円」を「200,000円」に改める。 

第20条第1項中「630,000円」を「650,000円」に改め、同条第3項中「630,000円」を

「650,000円」に、「190,000円」を「200,000円」改め、同条第4項中「630,000円」を

「650,000円」に改める。 

附 則 

(施行期日) 

1 この条例は、令和4年4月1日から施行する。 

(経過措置) 

2 この条例による改正後の寒川町国民健康保険条例の規定は、令和4年度以後の年度

分の保険料について適用し、令和3年度分までの保険料については、なお従前の例に

よる。 



寒 川 町 国 民 健 康 保 険 条 例 新 旧 対 照 表  

現 行  改 正 案  

～ 略 ～  

(基 礎 賦 課 限 度 額 ) 

～ 略 ～  

(基 礎 賦 課 限 度 額 ) 

第 16条 の 6 第 13条 又 は 第 16条 の 2の 基 礎

賦 課 額 (一 般 被 保 険 者 と 退 職 被 保 険 者 等

が 同 一 の 世 帯 に 属 す る 場 合 に は 、 第 13

条 の 基 礎 賦 課 額 と 第 16条 の 2の 基 礎 賦 課

額 と の 合 算 額 を い う 。 第 19条 及 び 第 20

条 第 1項 に お い て 同 じ 。 )は 、 630,000円

を 超 え る こ と が で き な い 。  

第 16条 の 6 第 13条 又 は 第 16条 の 2の 基 礎

賦 課 額 (一 般 被 保 険 者 と 退 職 被 保 険 者 等

が 同 一 の 世 帯 に 属 す る 場 合 に は 、 第 13

条 の 基 礎 賦 課 額 と 第 16条 の 2の 基 礎 賦 課

額 と の 合 算 額 を い う 。 第 19条 及 び 第 20

条 第 1項 に お い て 同 じ 。 )は 、 650,000円

を 超 え る こ と が で き な い 。  

～ 略 ～  

(後 期 高 齢 者 支 援 金 等 賦 課 限 度 額 ) 

～ 略 ～  

(後 期 高 齢 者 支 援 金 等 賦 課 限 度 額 ) 

第 1 6条 の 6の 1 2  第 1 6条 の 6の 3又 は 第 1 6

条 の 6の 7の 後 期 高 齢 者 支 援 金 等 賦 課 額

(一 般 被 保 険 者 と 退 職 被 保 険 者 等 が 同 一

の 世 帯 に 属 す る 場 合 に は 、第 16条 の 6の 3

の 後 期 高 齢 者 支 援 金 等 賦 課 額 と 第 16条

の 6の 7の 後 期 高 齢 者 支 援 金 等 賦 課 額 と

の 合 算 額 を い う 。 第 19条 及 び 第 20条 第 1

項 に お い て 同 じ 。)は 、190,000円 を 超 え

る こ と が で き な い 。  

第 1 6条 の 6の 1 2  第 1 6条 の 6の 3又 は 第 1 6

条 の 6の 7の 後 期 高 齢 者 支 援 金 等 賦 課 額

(一 般 被 保 険 者 と 退 職 被 保 険 者 等 が 同 一

の 世 帯 に 属 す る 場 合 に は 、第 16条 の 6の 3

の 後 期 高 齢 者 支 援 金 等 賦 課 額 と 第 16条

の 6の 7の 後 期 高 齢 者 支 援 金 等 賦 課 額 と

の 合 算 額 を い う 。 第 19条 及 び 第 20条 第 1

項 に お い て 同 じ 。)は 、200,000円 を 超 え

る こ と が で き な い 。  

～ 略 ～  

(保 険 料 の 減 額 ) 

～ 略 ～  

(保 険 料 の 減 額 ) 

第 2 0条  次 の 各 号 に 該 当 す る 納 付 義 務 者

に 対 し て 課 す る 保 険 料 の 賦 課 額 の う ち

基 礎 賦 課 額 は 、 第 13条 又 は 第 16条 の 2の

基 礎 賦 課 額 か ら 、そ れ ぞ れ 当 該 各 号 に 定

め る 額 を 減 額 し て 得 た 額 (当 該 減 額 し て

得 た 額 が 630,000円 を 超 え る 場 合 に は 、6

30,000円 )と す る 。  

第 20条  次 の 各 号 に 該 当 す る 納 付 義 務 者

に 対 し て 課 す る 保 険 料 の 賦 課 額 の う ち

基 礎 賦 課 額 は 、 第 13条 又 は 第 16条 の 2の

基 礎 賦 課 額 か ら 、そ れ ぞ れ 当 該 各 号 に 定

め る 額 を 減 額 し て 得 た 額 (当 該 減 額 し て

得 た 額 が 650,000円 を 超 え る 場 合 に は 、6

50,000円 )と す る 。  

(1)・ (2)・ (3) (略 ) (1)・ (2)・ (3) (略 ) 

2 (略 ) 2 (略 ) 

3  前 2項 の 規 定 は 、 後 期 高 齢 者 支 援 金 等

賦 課 額 の 減 額 に つ い て 準 用 す る 。こ の 場

合 に お い て 、 第 1項 中 「 基 礎 賦 課 額 」 と

あ る の は 「 後 期 高 齢 者 支 援 金 等 賦 課 額 」

と 、 「 第 13条 又 は 第 16条 の 2」 と あ る の

は 「 第 16条 の 6の 3又 は 第 16の 6の 7」 と 、

「 630,000円 」 と あ る の は 「 190,000円 」

と 、第 2項 中「 第 16条 」と あ る の は「 第 1

3 前 2項 の 規 定 は 、 後 期 高 齢 者 支 援 金 等

賦 課 額 の 減 額 に つ い て 準 用 す る 。こ の 場

合 に お い て 、 第 1項 中 「 基 礎 賦 課 額 」 と

あ る の は 「 後 期 高 齢 者 支 援 金 等 賦 課 額 」

と 、 「 第 13条 又 は 第 16条 の 2」 と あ る の

は 「 第 16条 の 6の 3又 は 第 16の 6の 7」 と 、

「 650,000円 」 と あ る の は 「 200,000円 」

と 、第 2項 中「 第 16条 」と あ る の は「 第 1



6条 の 6の 6」 と 読 み 替 え る も の と す る 。  6条 の 6の 6」 と 読 み 替 え る も の と す る 。  

4 第 1項 及 び 第 2項 の 規 定 は 、介 護 納 付 金

賦 課 額 の 減 額 に つ い て 準 用 す る 。こ の 場

合 に お い て 、 第 1項 中 「 基 礎 賦 課 額 」 と

あ る の は「 介 護 納 付 金 賦 課 額 」と 、「 第

13条 又 は 第 16条 の 2」 と あ る の は 「 第 16

条 の 8」と 、「 630,000円 」と あ る の は「 1

70,000円 」と 、第 2項 中「 第 16条 第 2項 及

び 第 3項 」 と あ る の は 「 第 16条 の 11第 2

項 及 び 第 3項 」と 読 み 替 え る も の と す る 。 

～ 略 ～  

4 第 1項 及 び 第 2項 の 規 定 は 、介 護 納 付 金

賦 課 額 の 減 額 に つ い て 準 用 す る 。こ の 場

合 に お い て 、 第 1項 中 「 基 礎 賦 課 額 」 と

あ る の は「 介 護 納 付 金 賦 課 額 」と 、「 第

13条 又 は 第 16条 の 2」 と あ る の は 「 第 16

条 の 8」と 、「 650,000円 」と あ る の は「 1

70,000円 」と 、第 2項 中「 第 16条 第 2項 及

び 第 3項 」 と あ る の は 「 第 16条 の 11第 2

項 及 び 第 3項 」と 読 み 替 え る も の と す る 。 

～ 略 ～  

附  則  

(施 行 期 日 ) 

1 こ の 条 例 は 、令 和 4年 4月 1日 か ら 施 行 す

る 。  

 (経 過 措 置 ) 

2 こ の 条 例 に よ る 改 正 後 の 寒 川 町 国 民 健

康 保 険 条 例 の 規 定 は 、 令 和 4年 度 以 後 の

年 度 分 の 保 険 料 に つ い て 適 用 し 、 令 和 3

年 度 分 ま で の 保 険 料 に つ い て は 、な お 従

前 の 例 に よ る 。  

 


